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告    示 
 

那覇市告示第57号 

平成15年12月１日 

掲 示 済 

 

那覇広域都市計画道路の変更について（都市計画課） 
 

 都市計画法(昭和43年法律第100号)第21条第2項の規定において準用する同法第19

条第1項の規定により、那覇広域都市計画道路の変更をしたので、同法第21条第2項

の規定において準用する同法第20条第1項の規定により、次のとおり告示し、同条第

２項の規定により、当該都市計画の図書を公衆の縦覧に供する。 

 

                  那  覇  市 

                  上記代表者 那覇市長 翁 長 雄 志 

 

１ 都市計画の種類 

    ○那覇広域都市計画道路 

      

２ 都市計画の名称及び都市計画を変更する土地の区域 

  ○３･４･那４７号 石嶺福祉センター線 

   変更する部分 那覇市首里石嶺町４丁目 

  ○３･５･那２８号 小禄高良線 

   変更する部分 那覇市字宇栄原及び宇栄原３丁目 

 

３ 縦覧場所 

      那覇市都市計画部都市計画課（新都心銘苅庁舎５階） 
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那覇市告示第58号 

平成15年12月15日 

 

 地方自治法（昭和22年法律第67号）第243条の３第１項及び地方公営企業法（昭和

27年法律第292号）第40条の２第１項の規定により、平成15年４月１日から平成15

年９月30日までの期間における財政状況及び公営企業の業務状況を次のとおり公表

する。 

那覇市長 翁 長 雄 志 

平成１５年度上半期那覇市の財政（財政課） 
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公    告 
 

那覇市公告第77号 

平成15年11月28日 

掲 示 済 

 

那覇広域都市計画事業那覇新都心土地区画整理事業に係る事業計画変更（第

四回変更）の縦覧について（新都心開発課） 
那覇市長 翁 長 雄 志 

 

土地区画整理法（昭和二十九年法律第百十九号）第七十一条の三第十五項におい

て準用する同条第四項の規定により那覇広域都市計画事業那覇新都心土地区画整理

事業の事業計画（第四回変更）について、その関係図書が次のように縦覧されます

ので、お知らせします。 

 

１ 縦覧開始の日 

  平成１５年１１月２９日（土）（縦覧期間２週間） 

２ 縦覧場所 

  沖縄県那覇市おもろまち１丁目３番３１号 

  地域振興整備公団 沖縄都市開発事務所 

３ 縦覧時間 

  午前９時から午後５時３０分まで 

 

那覇市公告第80号 

平成15年12月１日 

掲 示 済 

建築基準法による命令の公告（建築指導課） 
 

次の建築物は、建築基準法の規定に違反しているので、同法の規定により建築物

の所有者に対して違反建築部分の使用禁止及び除却を命じた。 

 

那覇市長 翁 長 雄 志 

 

１ 命令を受けた建築物の所有者氏名 

那覇市松山２－４－１８    石 原 昌 春 

 

２ 建築物の所在地 

那覇市上之屋後苗代原５０－３番地 

（那覇新都心土地区画整理地区内２２２－２街区９－３画地） 

 

３ 建築物の用途 

     店舗（麻雀店） 
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那覇市公告第85号 

平成15年12月15日 

 

那覇市入札参加資格審査申請について（管財課） 
 

 平成１６・１７年度において、那覇市が行う物品の購入、請負、製造、その他の

契約（工事を除く）及び不用品売却に係る入札参加資格審査申請の受付を次のとお

り行います。 

 

那覇市長 翁 長 雄 志 

 

１ 申請条件 

（１）地方自治法施行令第１６７条の４第１項の規定に該当しないこと。 

 （２）地方自治法施行令第１６７条の４第２項各号のいずれかに該当すると認め

られた者にあっては、その事実があった後２年を経過していること。 

 （３）営業に関し法令上資格等を必要とする場合にあってはそれらの資格等を有

していること。 

 （４）入札に参加しようとする年の１月１日において引き続き２年以上同種の営

業を営んでおり、かつ、現在も引き続き営業していること。 

（５）市町村税を滞納していないこと。 

 

２ 申請書類（本市様式）及び記入要領の配付・受付 

（１） 配付期間 平成１６年１月１５日（木）～平成１６年２月１０日（火） 

（２） 受付期間 平成１６年１月２２日（木）～平成１６年２月１０日（火） 

（３）場  所 総務部管財課用度物品班（那覇市役所・本庁６階） 

     ※申請書類は、那覇市のホームページからもダウンロードできます。 

 

３ お問い合わせ先 

 那覇市総務部管財課用度物品班 

 電話番号 代表 867－0111（内線2227・2298）･ 直通 862－9904 

 

那覇市公告第86号 

平成15年12月15日 

 

平成１６年度那覇市庁舎等清掃業務及び警備業務委託指名競争入札参加資

格者の追加登録申請受付について（管財課） 
 

平成１６年度那覇市庁舎等清掃業務及び警備業務委託指名競争入札参加資格者

の登録審査にかかる申請受付を次のとおり行います。 

なお、平成１５年２月に登録した者は今回申請する必要はありません。 

 

那覇市長 翁 長 雄 志 
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１ 受付期間 

    平成１６年１月１９日（月）～同年１月２３日（金） 

     午前９時～午後４時（正午～午後１時を除く） 

 

２ 受付及び申請書類の配付場所 

     那覇市総務部 管財課（電話８６２－９９０４） 

 

 

 

水 道 局 告 示 
 

那覇市水道局告示第４号 

平成１５年１１月２５日 

掲 示 済 

 

那覇市水道局指定給水装置工事事業者の休止について 
 

那覇市水道局指定給水装置工事事業者規程第１０条２項の規定に基づき、別紙の

とおり告示する。 

 

那覇市水道事業管理者 

水道局長  高嶺 晃 

 

 
那覇市水道局給水装置工事事業者休止名簿 

 

登録 

番号 
事 業 者 名 事業者の所在地 代 表 者 休止年月日

株式会社  那覇市前島 平成15年
１５８ 

 しんこうエンジニアリング ２丁目２２番２８号
屋良 朝安 

11月18日
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病院管理規程 
 

那覇市病院管理規程第４０号 

平成１５年１１月２８日 

公 布 済 

 

 那覇市立病院企業職員の給与に関する規程の一部を改正する規程をここに公布す

る。 

 

                       那覇市病院事業管理者 

                 市立病院長 與 儀 實 津 夫 

 

 

那覇市立病院企業職員の給与に関する規程の一部を改正する規程 
 

那覇市立病院企業職員の給与に関する規程（平成15年那覇市病院管理規程第21

号）の一部を次のように改正する。 

 

別表第１から別表第３までを次のように改める。 
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別表第５中 

「                を「                に、 

        11,200円          11,100円   

        14,000円          13,800円   

15,600円 15,400円 

        16,800円  

 

        16,600円   

                」                 」 

「                を「                に、 

        6,200円          6,100円   

        8,100円          8,000円   

        9,700円          9,600円   

        10,300円          10,200円   

        11,300円          11,200円   

        12,100円  

 

        12,000円   

                」                 」 

「                を「                に改 

         8,100円          8,100円   

        10,000円           9,900円   

        10,400円          10,300円   

10,800円 10,600円 

        11,100円          11,000円   

        12,500円  

 

        12,400円   

                」                 」 

める。 

 

  付則に次の１項を加える。 

３ 第２条の規定により例によることとされる那覇市職員の給与に関する条例の一 

 部を改正する条例（平成15年那覇市条例第39号）付則第６号第１号の規定の適用 

 については、同号中「管理職手当」とあるのは「管理職手当、初任給調整手当」 

とする。 

 

付 則 

この規程は、平成15年12月１日から施行する。ただし、付則の改正規定は公布の 

日から施行する。 
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那覇市病院管理規程第４１号 

平成１５年１１月２８日 

公 布 済 

  

 那覇市立病院企業職員の初任給調整手当に関する規程の一部を改正する規程をこ

こに公布する。 

 

                       那覇市病院事業管理者 

                市立病院長 與 儀 實 津 夫 

 

那覇市立病院企業職員の初任給調整手当に関する規程の一部を改正する規程 
 

 那覇市立病院企業職員の初任給調整手当に関する規程（平成15年那覇市病院管理 

規程第23号）の一部を次のように改正する。 

 

別表を次のように改める。 
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付 則 

この規程は、平成15年12月１日から施行する。 
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那覇市病院管理規程第４２号 

平成１５年１１月２８日 

公 布 済 

 

 那覇市立病院臨時職員の身分取扱いに関する規程の一部を改正する規程をここに

公布する。 

 

                       那覇市病院事業管理者 

                 市立病院長 與 儀 實 津 夫 

 

那覇市立病院臨時職員の身分取扱いに関する規程の一部を改正する規程 
 

那覇市立病院臨時職員の身分取扱いに関する規程（平成15年那覇市病院管理規程 

第25号）の一部を次のように改正する。 

 

付則第２項中「100分の170」を「100分の145」に、｢100分の240」を｢100分の215｣ 

に改める。 

 

   付 則 

 この規程は、公布の日から施行する。 

 

那覇市病院管理規程第４３号 

平成１５年１２月１５日 

 

 那覇市立病院臨時職員の身分取扱いに関する規程の一部を改正する規程をここに

公布する。 

 

                       那覇市病院事業管理者 

                 市立病院長 與 儀 實 津 夫 

 

那覇市立病院臨時職員の身分取扱いに関する規程の一部を改正する規程 
 

 那覇市立病院臨時職員の身分取扱いに関する規程（平成15年那覇市病院管理規程 

第25号）の一部を次のように改正する。 

 

 付則第２項中「100分の155」を「100分の140」に、「100分の225」を「100分の210」 

に、「100分の145」を「100分の160」に、｢100分の215｣を「100分の230」に改める。 

 

   付 則 

 この規程は、平成16年４月１日から施行する。 
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選挙管理委員会告示 
 

那覇市選挙管理委員会告示第４１号 

平 成 １ ５ 年 １ ２ 月 ２ 日 

掲 示 済 

 

選挙人名簿登録の抹消について 
 

 公職選挙法（昭和２５年法律第１００号）第２８条の規定に基づき、次のとおり 

選挙人名簿より登録を抹消した。 

 

那覇市選挙管理委員会 

委員長 大 城 勝 夫 

 

１ 登録抹消者  銘苅 真由美  他８７５名 

２ 登録抹消者リスト   別紙略 

３ 登録抹消条件 平成１５年７月１日から同年７月３１日までに転出した者 

         及び職権消除された者 

４ 登録抹消者数  ８７６名（内訳  男 ５１７名  女 ３５９名） 

 

那覇市選挙管理委員会告示第４２号 

平 成 １ ５ 年 １ ２ 月 ２ 日 

掲 示 済 

 

直接請求に要する選挙権を有する者の数について 
 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第７４条第１項及び第７５条第１項並び

に市町村の合併の特例に関する法律（昭和４０年法律第６号）第４条第１項及び第

４条の２第１項に規定する選挙権を有する者の総数の５０分の１の数並びに地方自

治法第７６条第１項、第８０条第１項、第８１条第１項及び第８６条第１項並びに

地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和３１年法律第１６２号）第８条第

１項に規定する選挙権を有する者の総数の３分の１の数並びに市町村の合併の特例

に関する法律第４条第１１項及び第４条の２第１５項に規定する選挙権を有する者

の総数の６分の１の数は、それぞれ次のとおりである。 

 

那覇市選挙管理委員会 

委員長 大 城 勝 夫 

 

１ 選挙権を有する者の総数の５０分の１の数  ４，６８５人 

２ 選挙権を有する者の総数の３分の１の数  ７８，０８２人 

３ 選挙権を有する者の総数の６分の１の数  ３９，０４１人 
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        那 覇 市 公 報  第１３７９号  2003（平成15）年12月15日 

那覇市選挙管理委員会告示第４４号 

平 成 １ ５ 年 １ ２ 月 ２ 日 

掲 示 済 

 

在外選挙人名簿登録者の抹消について 
 

 公職選挙法（昭和２５年法律第１００号）第３０条の１１の規定に基づき、次の

者を在外選挙人名簿から登録を抹消した。 

 

那覇市選挙管理委員会 

委員長 大 城 勝 夫 

 

最 終 住 所 又 は 

申 請 時 の 本 籍 
氏  名 生 年 月 日 抹消年月日 抹 消 の 理 由

省  略 山川 宗苗 省  略 
平成１５年 

１２月２日 

国内に住民票が

作成された日後

４ヶ月を経過 

 

 

 

 

 
776


	目　　　　次
	告　　　　示
	那覇広域都市計画道路の変更について（都市計画課）
	平成１５年度上半期那覇市の財政（財政課）

	公　　　　告
	那覇広域都市計画事業那覇新都心土地区画整理事業に係る事業計画変更（第四回変更）の縦覧について（新都心開発課）
	建築基準法による命令の公告（建築指導課）
	那覇市入札参加資格審査申請について（管財課）
	平成１６年度那覇市庁舎等清掃業務及び警備業務委託指名競争入札参加資格者の追加登録申請受付について（管財課）

	水道局告示
	那覇市水道局指定給水装置工事事業者の休止について

	病院管理規程
	那覇市立病院企業職員の給与に関する規程の一部を改正する規程
	那覇市立病院企業職員の初任給調整手当に関する規程の一部を改正する規程
	那覇市立病院臨時職員の身分取扱いに関する規程の一部を改正する規程
	那覇市立病院臨時職員の身分取扱いに関する規程の一部を改正する規程

	選挙管理委員会告示
	選挙人名簿登録の抹消について
	直接請求に要する選挙権を有する者の数について
	在外選挙人名簿登録者の抹消について


